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社会福祉施設等への応援職員派遣支援事業（全施設（旅費）分）に 

係る請求書等について 

 

 

 県では、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、職員が不足する社会福祉施

設等に他の社会福祉施設等から応援職員が派遣された場合に、応援職員の旅費・

宿泊費等を支給する事業を実施しているところです。 

 この度、別紙のとおり、当該事業に係る請求書等の様式を変更しましたので、

お知らせします。 

つきましては、所管法人及び施設・事業所等へ周知方よろしくお願いいたしま

す。 

 なお、旅費請求書等につきましては、派遣元施設から直接県厚政課に提出して

いただき、各課でのとりまとめ等は不要です。 

 

 

 【変更内容】 

  １ 請求書 

    押印の削除及び担当者連絡先の加筆  

  ２ 委任状及び口座振替申出書 

    押印の削除及び担当者連絡先の加筆  

  ３ 備考 

    提出いただいた申請書等については、真正性を担保するため、問い合わ  

せを行うことがあります。  
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